
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化が 

はじまります（平成 23 年 4月 1日～） 

平成２３年４月１日から、県知事の許可を取得している

産業廃棄物収集運搬業者は、県許可の事業範囲内で、県内

全域において業を行うことが可能になります。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年９月２３日政令第３

００号）が改正され、平成２３年４月１日から、産業廃棄物収集運搬業（積替

えなし）及び特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替えなし）（以下、「（特別管理）

産業廃棄物収集運搬業」という。）の許可が次のとおり合理化されることになり

ました。 

１合理化の概要 

但し、以下の場合については、例外となりますのでご注意下さい！！ 

① 政令市、中核市の区域内で積替え保管を行う場合 

② 千葉県内において、政令市又は中核市のみで業を行う場合 

③ 千葉県の許可がない場合、又は許可があるが、政令市、中核市の

許可範囲の方が広い場合 

※③については、政令市、中核市の有効期間満了までに県の許可

又は変更許可を受ける必要があります。 

  

注意 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の許可を 

有しているか 

県と政令市等の 

許可品目は同一か 

県の許可は政令市

等の許可品目を 

包含しているか 

２つ以上の政令市等に 

またがって営業するか 

従前どおりの営業を

行う場合は、政令市

等の許可期限までに

足りない品目の追加

について県知事の変

更許可が必要（※２） 

県の許可の

内容で県内

全域での営

業可（※１） 

 

１つの政令

市等地域の

みで営業可 

（※３） 

従前どおりの営業を

行う場合は、政令市

等の許可期限（期限

が近いもの）までに

県知事の新規許可が

必要（※２） 

はい 

はい はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

いいえ 

※ １ 平成２３年４月１日時点で政令市等の許可は失効します。 

※ ２ 県の新規又は変更許可を取得した時点で政令市等の許可は失効します。 

※ ３ 従前の有効期限経過後も更新することが可能です。 

２ 既存の収集運搬業者が従前どおりの業を   

行うためには 

２つ以上の「政令市、中核市（以下、政令市等という）」にまたがって（特別管理）

産業廃棄物収集運搬業（積替えなし）を営んでいる既存の収集運搬業者の方が、平成 

２３年４月１日以降も、従前どおりの業を行うには、既に取得している県や政令市等の

許可の内容によって対応が異なります。既存の収集運搬業者の方が従前どおりの業を行

うために必要な手続は、次の判定チャートで判定してください。 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

具体例Ａ 具体例Ｂ 具体例Ｃ 具体例Ｄ 

次頁の具体例Ａ～Ｄをご参照ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜具体例Ａの場合＞ 

 
千葉県内において、千葉県、（がれき、積替えなし）、千葉市（がれき、積替え

なし）の許可を有している者 

 千葉県許可の事業範囲内(がれき、積替えなし)で県内全域において業を行う

ことができる。千葉市の許可は平成２３年４月１日時点で失効します。 

千葉県許可 

（がれき、積替えなし） 

千葉市許可 

（がれき、積替えなし） 

４/１ 

× 千葉市許可の 

有効期間 

※×は失効 

千葉県の許可で県内全域営業可能 

＜具体例Ｂの場合＞ 

 

千葉県許可 

（がれき、積替えなし） 

千葉県内において、千葉県（がれき、積替えなし）及び千葉市（がれき及び金

属くず、積替えなし）の許可を有している者 

  千葉県の許可の事業の範囲の方が千葉市の許可の事業の範囲よりも狭いた

め、平成２３年４月１日以降、従前通り千葉市で業を行うためには、千葉県の

変更の許可を受ける必要がある。 

千葉市許可 

（がれき及び金属 

 くず、積替えなし） 

＜ただし、以下の場合に至ったときは、経過措置の適用対象外となる。＞ 

千葉県許可 

（がれき、積替えなし） 

千葉市許可 

（がれき及び金属 

 くず、積替えなし） 

千葉県許可の 

有効期間 

４/１ 
千葉県許可の 

有効期間 

千葉県許可の 

有効期間 

千葉市許可の 

有効期間 

千葉市許可の 

有効期間 × 
千葉県の金属くず追加の変更許可 

※×は失効 

経過措置により有効期間満了まで有効 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜具体例Ｃの場合＞ 

 
千葉県内において、千葉市（がれき、積替えなし）及び船橋市（がれき、積替

えなし）の許可を有しているが、千葉県の許可は有していない者 

  平成２３年４月１日以降、従前通り千葉市及び船橋市で業を行うためには、

新たに千葉県の許可を受ける必要がある。千葉市、船橋市の許可の有効期間経

過後は、更新することができませんので、注意が必要です。 

千葉市許可 

（がれき、積替えなし） 

船橋市許可 

（がれき、積替えなし） 

千葉市許可 

（がれき、積替えなし） 

船橋市許可 

（がれき、積替えなし） 

＜ただし、以下の場合に至ったときは、経過措置の適用対象外となる。＞ 

４/１ 

× 

× 

千葉市許可の 

有効期間 

船橋市許可の 

有効期間 

千葉市許可の 

有効期間 

船橋市許可の 

有効期間 

※×は失効 

千葉県（がれき）の許可を取得 

＜具体例Ｄの場合＞ 

 
千葉県内において、千葉市（がれき、積替えなし）の許可のみ有している者 

 平成２３年４月１日以降も、千葉市（がれき、積替えなし）の許可は有効で

す。許可の有効期間経過後も更新することができます。 

但し、船橋市、柏市の許可が必要になった場合は、千葉県の許可を新規で取

得することが必要になりますので注意が必要です。 

千葉市許可 

（がれき、積替えなし） 

４/１ 

千葉市許可の有効期間

経過後も更新可能 

経過措置により有効期間満了まで有効 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 問合せ先 

 千葉市環境局環境管理部産業廃棄物指導課 

 〒260-8722  

千葉県千葉市中央区千葉港２番１号  

千葉中央コミュニティセンター３Ｆ 

 TEL 043-245-5683  FAX 043-245-5689 

URL↓

http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyokanri/sangyohaikibutsu/sanpai_top.html 

◆ 許可申請先 

 平成２３年４月１日以降、千葉県内で新たに（特別管理）産業廃棄物収集運搬業（積

替えなし）を行う場合の許可申請先は次のとおりです。 

 

 １つの政令市・中核市域内のみで業を行う場合：政令市・中核市 

 上記以外：千葉県→社団法人 千葉県産業廃棄物協会 

 

 なお、政令市長等の許可を取得した後、その政令市等以外の県内市町村を積込み・荷

卸しを行う場所に追加する場合は、県知事の許可を取得してください。 

 また、千葉県許可の更新、事業範囲の変更につきましては、従前どおり社団法人千葉

県産業廃棄物協会が申請先となりますので併せてご確認下さい。 

 

社団法人 千葉県産業廃棄物協会  

〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉 2丁目 1番 7号 第二石橋ビル 5階 

TEL 043-246-9521（許可申請等窓口） 

043-246-9581（講習会受講申込み、刊行物の購入申込み等） 

FAX 043-248-0529 

交通 JR千葉駅（西口）下車徒歩約 3分、京成千葉駅下車徒歩約 5分 

 

 千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室 

 〒〒260-8667  

 千葉県千葉市中央区市場町 1丁目 1番（県庁本庁舎 4階） 

 TEL 043-223-2647  FAX 043-221-5789 

URL↓http://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/shorigyou/index.html 


